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規約変更および役員選任に関するお知らせ 

 

日本プロロジスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成26年7月14日開催の本投

資法人役員会において、下記内容の規約一部変更案及び役員選任案を、平成26年8月18日に開催される

本投資法人の投資主総会に付議することについて決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 規約一部変更の主な理由及び内容について 

 

(1) 平成25年6月12日付で投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）を改

正する法律が国会で可決成立したことに伴い、以下の通り規定を新設するものです。 

① 自己投資口の取得 

本投資法人が投資主との合意により自己の投資口を有償で取得することができる旨の規定を新

設するものです（変更案第8条第2項関係）。 

② 投資主総会の招集に係る公告の省略 

本投資法人の投資主総会は、平成28年8月1日及び同日以後、遅滞なく招集され、以後、隔年毎

の8月1日及び同日以後、遅滞なく招集される旨の規定を新設するとともに、当該規定に従って開

催された直前の投資主総会の日から25か月を経過する前に開催される投資主総会については、投

資主総会の日の公告を要しない旨の規定を新設するものです（変更案第9条第3項、第4項関係）。 

③ 執行役員及び監督役員の任期 

投資主総会の決議によって、執行役員及び監督役員の任期を、選任後2年を経過した日の翌日か

ら30日以内に開催される執行役員又は監督役員の選任を議案とする投資主総会終結の時までとす

ることができる旨の規定を新設するものです（変更案第20条第2項関係）。 

④ 附則の新設 

上記①から③までで新設された規定については、関連する投信法の改正の施行日にその効力が

生じる旨の附則を新設するものです（変更案第42条関係）。 

(2) 平成25年6月12日付で投信法を改正する法律が国会で可決成立し、これに伴い平成26年4月1日付

で投資信託及び投資法人に関する法律施行規則が改正され、資産を主として不動産等資産（不動

産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託受益権をいいます。）に対する

投資として運用することを目的とする場合は、その旨を規約に記載することが定められましたの

で、かかる旨を規定し、あわせて関連する規定の整理を行うものです（変更案第30条、第31条関

係）。 

              



(3) 一般社団法人投資信託協会が定める規則の一部改正を踏まえ、利益を超えた金銭の分配の限度に

関する規定を修正するものです（変更案第39条第2号関係）。 

(4) その他、上記の各変更の他に、本投資法人に適用される法令の規定文言と表現を合わせる観点か

らの変更、平成25年１月４日付にて社団法人投資信託協会が一般社団法人に移行したことに伴う変

更、字句等の修正、表現の統一、及び条項数の整備等を行うものです。 

 

（規約変更の詳細については、添付資料「第2回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

 

 

2. 執行役員1名選任について 

 

執行役員坂下雅弘から、任期の調整のため、平成26年8月31日をもって辞任したい旨の申し出があり

ましたので、改めて平成26年9月1日付で執行役員1名（坂下雅弘）の選任について議案を提出いたしま

す。本議案において、執行役員の任期は、改正後規約第20条第2項の規定により平成26年9月1日から2

年間となります。 

 なお、執行役員の選任に関する本議案は、平成26年７月14日開催の役員会において、監督役員の全

員の同意によって提出されたものであります。 

 

（執行役員 1名選任の詳細については、添付資料「第 2 回投資主総会招集ご通知」をご参照くださ

い。） 

 

 

3.  補欠執行役員 1名選任について 

 

執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、平成 26年 9月 1日付け

で補欠執行役員 1名（山口哲）の選任について議案を提出いたします。 

本議案において、補欠執行役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、改正後規約第 20条第３項

の規定により、第２号議案における執行役員の任期が満了する平成 28年８月 31日までとなります。 

また、補欠執行役員の選任の効力は、就任前に限り、役員会の決議により、その選任を取り消すこ

とができます。 

 なお、補欠執行役員の選任に関する本議案は、平成26年７月14日開催の役員会において、監督役員

の全員の同意によって提出されたものであります。 

 

（補欠執行役員 1名選任の詳細については、添付資料「第 2回投資主総会招集ご通知」をご参照くだ

さい。） 

 

 

4．監督役員2名選任について 

                                                                                                            

監督役員島村勝巳及び濱岡洋一郎の両名から、任期の調整のため、平成 26年 8月 31 日付で辞任し

たい旨の申し出がありましたので、改めて平成 26年 9 月 1 日付で監督役員 2名（島村勝巳及び濱岡洋

一郎）の選任について議案を提出いたします。本議案において、監督役員の任期は、改正後規約第 20

条第 2項の規定により平成 26年 9月 1日から 2年間となります。 

 

（監督役員 2名選任の詳細については、添付資料「第 2 回投資主総会招集ご通知」をご参照くださ

い。） 

 

 

5．補欠監督役員 1 名選任について 

 

監督役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、平成 26 年 9月 1日付

で補欠監督役員１名（奥国範）の選任について議案を提出いたします。 

              



 本議案において、補欠監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、改正後規約第 20 条第３項

の規定により、第４号議案における監督役員の任期が満了する平成 28年 8月 31日までとなります。 

また、補欠執行役員の選任の効力は、就任前に限り、役員会の決議により、その選任を取り消すこ

とができます。 

 

（補欠監督役員 1名選任の詳細については、添付資料「第 2回投資主総会招集ご通知」をご参照くだ

さい。） 

 

 

6．日程 

 

平成 26年 7 月 14日 投資主総会提出議案承認役員会 

平成 26年 7 月 31日 投資主総会招集通知の発送（予定） 

平成 26年 8 月 18日 投資主総会開催（予定） 

 

 

添付資料 

・第 2回投資主総会召集ご通知 

 

 

以 上 

 

※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 
※本投資法人のウェブサイトアドレス：http://www.prologis-reit.co.jp 

              

http://www.prologis-reit.co.jp/
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